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広域連携で不法投棄を防ぐ！

不法投棄・不適正残土等ホットライン協定を締結

霞台クリーンセンターみらいを共同運営する 4

市町が不法投棄 ・ 不適正残土等ホットライン協

定を締結し、 広域連携体制を強化しました。

廃棄物の不適正処理事案は近年、 増加傾向に

あり、 悪質 ・ 巧妙化しています。 不適正処理

事案への対処は初動が重要であり、 情報共有

など広域的なネットワークが実効的な抑止機能

となります。 今回の協定を契機に、 こうした課

題に対処し、 廃棄物の適正処理、 地域内の環

境美化保全、 持続可能な地域社会を目指して

いきます。

締結団体 ：	  

石岡市、 小美玉市、 かすみがうら市、 茨城町

県内の埋立て ・盛土 ・一時堆積の規制強化

埋立て等区域の面積が 5,000 ㎡以上の場

合は県条例の許可が、 5,000 ㎡未満の場

合は市町村条例の許可が必要です。 また、

5,000 ㎡未満で市町村の許可が必要ない

ものについて、 一部の例外を除き、 県への

届け出が必要です。

教育委員会委員の任期満了に伴い、廣
ひ ろ と

戸 隆
たかし

 さん（新任）を任命しました。

■教育委員会委員とは

教育 ・ 学術及び文化に対して見識を有する人の中から、 議会の同意

を得て市長が任命します。 教育委員会は、 首長から独立した行政委

員会として設置され、 教育行政の基本方針や重要事項を審議 ・ 決定

します。 本市では、 教育長 1 人、 教育委員 5 人で組織しています。

教育企画課　企画係　☎ 0299- ４８- １１１１ （内線 2211）問

環境課　廃棄物対策係　

☎ 0299- ４８- １１１１ （内線 1144）

問

教育委員会委員を任命しました

埋立て ・盛土などの規制強化
について詳しくはこちら▶
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詳細はこちら▶
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学
制

　

現
代
の
学
校
教
育
の
ル
ー
ツ
は
、
今
か
ら

約
１
５
０
年
前
の
明
治
５
年
（
１
８
７
２

年
）
に
遡
り
ま
す
。
こ
の
年
、
我
が
国
最
初

の
近
代
教
育
制
度
で
あ
る
「
学が

く
せ
い制

」
が
公

布
さ
れ
ま
し
た
。
「
学
制
」
に
は
、
学
区
制

を
採
り
小
学
校
が
設
置
す
る
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
序
文
に
当
た
る

「
学
事
奨
励
に
関
す
る
被お

お

せ仰
出

い
だ
さ
れ
し
ょ

書
」
に
は

「
必
ず
邑む

ら

に
不
学
の
戸
な
く
」
と
い
っ
た
記

述
が
あ
り
、
男
女
と
も
に
教
育
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
求
め
て
い
ま
す
。
江

戸
時
代
の
寺
子
屋
と
異
な
り
、
全
て
の
子

ど
も
に
教
育
を
受
け
さ
せ
る
、
と
掲
げ
た

こ
と
が
画
期
的
で
し
た
。

学
校
へ
の
寄
附

　

「学
制
」で
は
就
学
と
小
学
校
設
立
を
掲

げ
た
一
方
、
学
校
設
置
と
そ
の
運
営
費
は

学
区
負
担
を
原
則
と
し
ま
し
た
。
地
域
の

学
び
舎
で
あ
る
小
学
校
を
維
持
し
て
い
く

た
め
、
学
区
の
村
々
で
は
寄
附
金
を
集
め

る
取
り
組
み
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

「
日に

っ
し
ん新

小
学
校
寄
附
金
之
義
願
」
（
明

治
７
年
・
小
川
資
料
館
蔵
）
は
、
小
学
校

へ
の
寄
附
金
拾じ

ゅ
う
え
ん

円
を
当
時
の
茨
城
県
知

事
に
願
い
出
た
文
書
で
す
。
世
楽
村
戸こ

ち
ょ
う長

や
上
吉
影
村
副
戸
長
ら
数
名
が
名
を
連

ね
て
い
ま
す
。
日
新
小
学
校
は
明
治
７
年

（１
８
７
４
年
）、
現
在
の
茨
城
町
下し

も

あ

ま

が

い

雨
ヶ
谷

に
あ
っ
た
寺
院
を
学
校
と
定
め
た
、
上
吉

影
小
学
校
の
前
身
に
あ
た
る
小
学
校
で

す
。
こ
の
年
は
学
区
で
あ
る
上
吉
影
・佐
才

の
村
民
か
ら
も
、
小
学
校
維
持
の
た
め
寄

附
金
が
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

明
治
時
代
の
校
舎

　

明
治
９
年
（
１
９
７
６
年
）
に
制
定
さ
れ

た
「
茨
城
県
小
学
通つ

う
そ
く則

」
は
、
西
洋
式
の

校
舎
を
建
築
す
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
当
時
の
小
学
校
は
、
寺
院
の

一
室
や
民
家
を
間
借
り
し
て
授
業
を
行
う

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。

　

10
年
に
下
吉
影
村
の
修
善
院
に
開
校
し

た
下
吉
影
小
学
校
は
、
15
年
（
１
８
８
２

小
美
玉
市
の
歴
史
を
知
ろ
う 

63

学
校
事

こ
と
は
じ
め始 

ー
明
治
期
の
上
吉
影
・
下
吉
影
・
野
田
の
小
学
校
を
例
に
ー 

問い合わせ　小川図書館 ・ 資料館　☎ 0299-58-5828

年
）に
移
転
す
る
ま
で
の
間
、
本
堂
で
授
業

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

一
方
、
現
在
の
野
田
小
学
校
に
あ
た
る

学
校
は
、
26
年
（
１
８
９
３
年
）
に
川
戸
に

あ
っ
た
か
つ
て
の
分

ぶ
ん
き
ょ
う
じ
ょ
う

教
場
を
借
用
し
て
、
小

川
高
等
小
学
校
野
田
分
教
場
と
し
て
誕

生
し
ま
し
た
。
翌
年
に
は
現
在
の
校
地
に

小
川
尋
常
小
学
校
の
古
校
舎
２
棟
を
移

築
し
て
、
野
田
尋
常
小
学
校
と
な
り
ま
し

た
。
こ
の
う
ち
の
１
棟
は
、
旧
小
川
郷
校
の

建
物
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
こ
の
時
移

築
さ
れ
た
校
舎
は
昭
和
31
年
（
１
９
５
６

年
）に
新
校
舎
が
で
き
る
ま
で
、
県
内
唯
一

の
茅か

や
ぶ
き葺

き
の
校
舎
で
し
た
。

　

今
回
紹
介
し
た
３
つ
の
小
学
校
は
、
惜

し
ま
れ
な
が
ら
令
和
４
年
に
閉
校
し
ま
し

た
。
学
校
は
無
く
な
り
ま
し
た
が
、
学
校

の
思
い
出
や
想
い
が
色
あ
せ
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
（小
川
図
書
館
・資
料
館　

和
久
法
子
）

日新小学校寄附金之義願
（小川資料館蔵）

参考展　

子どもたちを育んだ学校	 

―小川北の小学校―

上吉影・下吉影・野田の小学校の歴

史を振り返る展示です。

会期　７月２９日（土）～９月１０日（日）

場所　小川資料館（小川図書館２階）

休館日　月曜日、９月１日（金）

※内容が変更となる場合があります。 

ご了承ください。

野田分教場　校舎 「学制」（一部）
出典：文部科学省ホームページ


